
復興促進「商品づくり・販路開拓」支援事業補助金交付要綱 

 

 

（趣旨） 

第１ 県は，東日本大震災により被災した食産業の復興を支援するため，沿岸部等で販路を失

った，地域の食材を活用した商品を取扱う県内の中小企業者及び組合等（以下「中小企業者

等」という。）が行う，新商品の開発又は既存商品の改良等（以下「商品づくり」という。）

や出張販売活動，人材育成に要する経費について支援することを目的として，予算の範囲内

において，復興促進「商品づくり・販路開拓」支援事業補助金を交付するものとし，その交

付等に関しては，補助金等交付規則（昭和５１年宮城県規則第３６号。以下「規則」という。）

に定めるもののほか，この要綱の定めるところによる。 

 

 （定義） 

第２ この要綱において，「中小企業者等」とは，県内に事業所を有する次に掲げるものをいう。 

(1)  中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条に規定する中小企業者  

(2)  事業協同組合，事業協同小組合又は企業組合 

(3)  商工組合又は協業組合 

(4)  水産加工業協同組合 

(5)  農事組合法人 

(6)  第１号から第５号までに掲げるもののほか，宮城県の食産業の振興を図る事業実施主体

として知事が適当と認めたもの 

 

（交付対象等） 

第３ 復興促進「商品づくり・販路開拓」支援事業補助金は「総合支援メニュー」及び「出張

販売活動支援メニュー」の２区分とし，その交付対象となる事業の内容，経費及び補助率等

は，別表のとおりとする。 

２  復興促進「商品づくり・販路開拓」支援事業補助金の交付対象となる事業は，次の各号に

掲げる要件のすべてを満たさなければならない。 

(1) 次のイからハまでのいずれかに該当すること。 

イ  県内外での新たな販路の開拓に向けた地域の食材を活用した商品づくり 

ロ  県内外での地域の食材を活用した商品の販路開拓活動 

ハ  イ及びロに必要となる人材育成活動 

(2) 事業実施期間内に一定の事業成果が見込まれること。 

(3) 財務諸表等により被災の状況等が確認できること。 

 

（事業の実施期間） 

第４ この事業の実施期間は，原則として交付決定日から翌年２月末日までとする。 

 

（交付の申請） 

第５ 規則第３条第１項の規定による補助金交付申請書の様式は，別記様式第１号によるもの

とし，その提出期限は知事が別に定める日とする。 



２  中小企業者等は，前項の補助金の申請をするに当たって，当該補助金に係る消費税及び地

方消費税に係る仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち，

消費税法（昭和６３年法律第１０８号）の規定により仕入れに係る消費税額として控除でき

る部分の金額及び当該金額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定による地方消費

税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税及び地

方消費税に係る仕入控除税額」という。）を減額して交付申請しなければならない。ただし，

申請時において当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについて

は，この限りでない。 

３ 規則第３条第２項の規定により補助金交付申請書に添付しなければならない書類は，次の

とおりとする。ただし出張販売活動支援メニューについては，(2)，(4)の添付は不要とする。 

(1)  補助事業計画書 

イ 総合支援メニュー（別記様式第１号―別紙１） 

ロ 出張販売活動支援メニュー（別記様式第１号－別紙２） 

(2) 事業費積算明細書（別記様式第１号－別紙３） 

(3) 事業スケジュール（別記様式第１号－別紙４）  

(4) 商品販売計画（別記様式第１号－別紙５） 

(5) その他知事が必要と認める書類 

４ 次のいずれかに該当する事業者は，交付申請をすることができない。 

(1)  暴力団排除条例（平成２２年宮城県条例第６７号）に規定する暴力団又は暴力団員等 

(2)  県税に未納がある者 

５ 知事は，前項第 1 号に規定する暴力団又は暴力団員等に関する事項について，県警察本部

長あて照会することができる。 

 

 （交付の決定） 

第６ 知事は，補助金の交付決定に当たっては，あらかじめ事業内容を審査するものとし，そ

の審査内容及び審査機関については，別表のとおりとする。 

２ 知事は，第５の規定による補助金の交付申請があった場合，前項の規定による審査結果を

参考に，適当と認めるときは，補助金の交付決定を行うものとする。 

３ 同一中小企業者等かつ同一事業内容において，本補助事業の交付決定前に他補助事業で交

付決定又は補助金の内示等を受けている場合には，他補助事業と併用して本補助事業の交付

決定を受けることはできない。 

４ 知事は，交付決定に当たって，第５第２項本文の規定により補助金に係る消費税及び地方

消費税に係る仕入控除税額について減額して交付申請がなされたものについては，当該申請

に係る補助対象経費から当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額するものとす

る。 

５ 知事は，第５第２項ただし書の規定により交付の申請がなされたものについては，補助金

に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額について，補助金の額の確定時において減

額を行うこととし，その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。 

 

（交付の条件） 

第７ 規則第５条の規定により付する条件は，次のとおりとする。 



(1)  補助事業の内容の変更又は補助事業に要する経費の変更をする場合においては，別記

様式第２号により知事の承認を受けること。ただし，別表の重要な変更の欄に掲げる以

外の軽微な変更にあっては，この限りでない。 

(2)  補助事業を中止若しくは廃止又は他に継承させようとする場合においては，別記様式

第３号により知事の承認を受けること。 

(3)  補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合に

おいては，速やかに別記様式第４号により知事に報告してその指示を受けること。 

  

 （帳簿及び関係書類の整備） 

第８ 事業実施主体は，事業費の支出が明確になるよう証拠書類を添えて，他の帳簿と区分し

て経理しなければならない。 

 

（遂行状況報告） 

第９ 規則第１０条の規定による報告は，補助金の交付決定のあった年度の９月３０日現在に

おいて，別記様式第５号により事業の遂行状況報告書を作成し，当該年度の１０月１５日ま

でに知事に提出しなければならない。ただし，出張販売活動支援メニューについては別に定

める。 

 

（実績報告） 

第１０ 規則第１２条第１項の規定による補助事業実績報告書の様式は，別記様式第６号によ

るものとする。 

２ 中小企業者等は，前項の実績報告を行うに当たって，補助金に係る消費税及び地方消費税

に係る仕入控除税額が明らかな場合には，これを補助金額から減額して報告しなければなら

ない。 

３ 規則第１２条第１項の規定により補助事業実績報告書（別記様式第６号）に添付しなけれ

ばならない書類は，次のとおりとする。 

(1)  補助事業実績書（別記様式第６号－別紙１） 

(2)  事業費支出明細書（別記様式第６号－別紙２） 

(3)  補助事業用帳簿（別記様式第６号－別紙３） 

(4)  その他知事が必要と認める書類 

 

（補助金の交付方法） 

第１１ 補助金は規則第１３条に規定する補助金の額の確定後に交付するものとする。ただし，

知事は，補助事業の遂行上必要と認めるときは，規則第１５条ただし書の規定により概算払

により交付することができるものとし，その請求書の様式は，別記様式第７号によるものと

する。 

 

（消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第１２ 中小企業者等は，補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には，別記様式第８号により速や

かに知事に報告しなければならない。 



２ 知事は，前項の報告があった場合には，当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の

全額又は一部の返還を命ずるものとする。 

 

 （工業所有権に関する届出） 

第１３ 中小企業者等は，補助事業に基づく発明，考案等に関して，特許権，実用新案権又は

意匠権（以下「工業所有権」という。）を補助事業年度又は補助事業年度の終了後３年間以内

に出願若しくは取得した場合又はそれらを譲渡し，若しくは実施権を設定した場合には，遅

滞なく別記様式第９号による工業所有権取得等届出書を知事に提出しなければならない。 

 

（販売状況の報告） 

第１４ 中小企業者等は，補助事業により開発された商品の販売状況について，事業実施年度

終了後３年間について別記様式第１０号により知事に報告しなければならない。ただし，出

張販売活動支援メニューについては，別に定める。 

 

 （成果の発表） 

第１５ 知事は，補助金の交付を受けて行った補助事業の成果について，必要があると認める

ときは，中小企業者等に成果を発表させることができるものとする。 

 

（書類の提出経由） 

第１６ 総合支援メニューについては，この要綱により知事に提出する書類は，事業実施主体

の所在地を所管する地方振興事務所（事業実施主体の所在地が地域事務所の事業担当区域に

ある場合は，当該事業担当区域を所管する地域事務所）を経由するものとし，地方振興事務

所長又は地域事務所長は，必要に応じて写しを取り保管するものとする。 

出張販売活動支援メニューについては，直接宮城県農林水産部食産業振興課へ提出するも

のとする。 

 

  （書類の提出部数） 

第１７ この要綱により知事に提出する書類の提出部数は各１部とする。 

 

  （その他） 

第１８ この要綱に定めるもののほか，補助金の交付等に関し必要な事項については，別に定

める。 

 

附 則 

１ この要綱は，平成２５年５月１５日から施行し，平成２５年度予算に係る補助金に適用す

る。 

２ この要綱は，次年度以降の各年度において，当該補助金に係る予算が成立した場合に，当

該補助金にも適用するものとする。 



別表（第３及び第６関係） 

 メニュー 内  容 

対象事業 

総合支援 

(1) 外部専門家等からの指導に要する経費 

(2) 調査研究，マーケティング調査に要する経費 

(3) 材料購入及び外部加工に要する経費 

(4) 機械・装置等の改良及びリースに要する経費 

(5) 包装デザイン等の開発・改良に要する経費 

(6) 出張販売等に要する経費 

(7) ＰＲ用試供品（試食品），見本展示品，販売プロモーション

資材（ビデオ，ポスター，パンフレット等）の作成に要する経費 

(8) 専門コンサルタント等への委託に要する経費 

(9) その他知事が適当と認める経費 

出張販売活動支援 

(1) 出張販売等に要する経費 

(2) ＰＲ用の試供品（試食品），見本展示品，販売プロモーショ

ン資材（ビデオ，ポスター，パンフレット等）の作成に要する経費

(3) その他知事が適当と認める経費 

補助率 補助対象経費の２分の１以内 

補助限度額 
総合支援 １，５００千円 

出張販売活動支援   ３００千円 

補助対象 

経費 

総合支援 

謝  金 専門家等謝金 

旅  費 専門家等旅費，調査研究旅費，出張販売等旅費 

研究開発 

事業費 

原材料費，機械装置の改良費及びリース料，外注費，技術コン

サルタント料，調査研究費，検査・分析費，包装デザイン等開

発費 

庁  費 

会場使用料（会場備品使用料含む），備品レンタル使用料，出

展小間料，消耗品費，食品サンプル製作費，映像製作費，印刷

費，運搬経費，その他知事が必要と認める経費 

委 託 費 調査研究委託費，コンサルティング委託費 

出張販売活動支援 

旅  費 出張販売等旅費 

庁  費 

会場使用料（会場備品使用料含む），備品レンタル使用料，出

展小間料，消耗品費，食品サンプル製作費，映像製作費，印刷

費，運搬経費，検査・分析費，その他知事が必要と認める経費

審査方法 
総合支援 専門委員による審査会において審査し，審査結果により選定。 

出張販売活動支援 書面審査により選定。 

重要な変更 補助対象事業費の３０％を超える増減 

注）事業実施に当たって，明らかに過剰と認められる経費については，その過剰分について対象

経費から除外することがある。  


